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 保 証 書 

 平成　年　月　日
株式会社　近代銀行　御中

（住所）
連帯保証人 印

（住所）
債務者 印

　保証人は、債務者が貴行に対して負担する末尾添付契約書記載の債務につい
て、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、債務者が別に貴
行との間で合意した銀行取引約定書の各条項のほか、この約定に従います。

１ ．保証人は、債務者の貴行に対する預金その他の債権を持って相殺はしませ
ん。

２ ．保証人は、貴行がその都合によって担保もしくは他の保証を変更または解
除しても免責を主張しません。

３ ．保証人が保証債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した権利は、
債務者と貴行との取引継続中は、貴行の同意がなければこれを行使しません。
もし、貴行の請求があれば、その権利または順位を貴行に無償で譲渡します。

４ ．保証人が債務者と貴行との取引について、ほかに保証している場合には、
その保証はこの保証契約によって変更されないものとし、また、他に限度額
の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加
えるものとします。保証人が債務者と貴行との取引について、将来他に保証
した場合にも同様とします。 以上

●  ●  ●  特集  ●  ●  ● 保証の契約手続きと既取引の変更対応

マンガで

学ぶ
保証契約締結保証契約締結の
進め方と説明方法

監修／飛騨信用組合
常務理事　 　黒木　正人
画／山川　直人

　ここでは、保証人と保証契約を結ぶと
きの流れをマンガで紹介します。手続き
のポイントと留意点を押さえましょう。
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・連帯保証
　連帯保証であること
とその意味を伝える

　

　

・特定債務保証
　債務の表示部分や原
契約の証書（写し）を
見せて、限定した債務
の保証であることや、
どの融資を保証するの
かを伝える

　

　

・連帯保証による制限
　催告の抗弁権や検索
の抗弁権、分別の利益
がないことを伝える

　


